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新型コロナウイルス感染症に係る公務災害及び通勤災害の認定について（通知）

新型コロナウイルス感染症に係る公務災害及び通勤災害の認定に当たって

は、下記のとおり対応していただきますようお願いします。

記

１ 人事院規則１６―０（職員の災害補償）第２条及び別表第１第６号におい

て細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したために発症した疾

病については公務上の災害とされており、また、同規則第３条第２号におい

て通勤に起因することが明らかな疾病については通勤による災害とされてい

るので、新型コロナウイルス感染症についても、これらの規定等に基づき適

切に公務災害及び通勤災害の認定を行うこと。

２ 新型コロナウイルス感染症に係る公務災害及び通勤災害の認定が困難であ

る場合には、関連する資料を添えて当職まで相談すること。

以 上


